
令和 7 年度労務安全衛生担当者研修事業 

「令和 7 年改正労働関係法令等説明会」のご案内 

令和7年の労働法令の改正には、労働者と同じ場所で働く労働者以外の一人親

方等に対しても、労働者と同等の保護措置を図る観点から事業者の措置義務の明

確、ストレスチェックの50人未満事業場への適用などの労働安全衛生法の改正や

化学物質を労働者が暴露している程度を把握する個人暴露測定などの作業環境測

定法が改正されています。 

本研修会は、事業場で労務安全衛生業務を担当する方のために、当年度中の労

働法規制の改正等について学ぶ機会として、下記により開催いたしますので、各

事業場の安全衛生業務担当者を参加させて頂きますようご案内致します。 

記 

目 的： 本研修会は、当年度中の労働関係法規制の改正ついての理解を深めて、

労務安全衛生担当者の実務に便宜を図ることを目的としています。 

対象者： 事業場において労働基準法、労働安全衛生法令に基づく労務安全衛生

管理の実務を担当される方 

講習内容： ① 改正労働安全衛生法による個人事業者等の安全衛生対策ほか 

② 改正労働安全衛生法によるストレスチェックの適用拡大 

③ 同じく個人暴露測定など化学物質健康障害予防対策 

④ 同じく機械等による労働災害防止対策（機械検査制度ほか） 

日 時： 令和 8年 2月 18日（水） 午後 1時 30分～午後 3時 45分 

会 場： 石川県地場産業振興センター 新館５階 第１２研修室 

（金沢市鞍月２丁目１番地 TEL ２６８－２０１０ ） 

定 員：  ６０名   

受講料：   無料 

申込方法：受講申込書に所定事項を記入のうえ、郵送又はＦＡＸにてお願いします。  

 申込先  〒920-0962  金沢市広岡２丁目 13番 23号 AGSビル 301  

一般社団法人金沢労働基準協会 

TEL(076)232－2976  FAX (076)224－2554      

受付期間：令和８年２月６日（金）まで（定員になり次第締め切ります。） 

その他注意事項 

（１） 受付は、午後１時 00分から行います。 

（２） 受付では、受講される方の氏名、所属事業場名を確認します。 

（３） テキスト資料は、受付の際お渡しします。 

（４）  感染症対策として換気は行いますが、マスク着用は自主判断でお願い

します。 



「令和７年度改正労働関係法令説明会」 

 受 講 申 込 書 

令和  年  月  日 

一般社団法人 金沢労働基準協会   あて 

FAX  (076)224－2554 

 

       事業所名                                    

          〒 

                         

       所在地                             

 

                連絡担当者                             

                  （ＴＥＬ                 ）   

                   （ＦＡＸ                 ） 

  

日時  令和８年２月１８日（水）午後1時30分～午後3時45分 

場所  石川県地場産業振興センター 新館５階 第１２研修室 

（金沢市鞍月２丁目１番地 TEL ２６８－２０１０ ） 

 

受講者氏名 

 

 

 

 講習で聞きたい事項や労働安全衛生法令に関する質問があればお聞かせください。 
 

 

 
 


